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国分寺地区

国分寺地区 1
男女共同参
画社会の実
現

●男女共同参画社会の実現について
　平成２４年１月に基本構想の一部を修正し，現在，基
本計画を策定中とありますが，集約された市民からの意
見を速やかに公表し，今後の施設整備に反映させていた
だきたい。
　また，施設面とともに，ソフト面での男女共同参画社
会の実現対策をより強力に進めていただきたい。

市民政策
局

政策課男女
共同参画推
進室

　男女共同参画センターの移転整備については，基本構想を踏まえ，
今年７月，施設のゾーニングなどを定めた「高松市男女共同参画セン
ター基本計画」を策定いたしました。
　策定に当たりましては，男女共同参画推進懇談会やパブリックコメ
ントなどにおいて，市民の皆様の御意見をお聞きするとともに，その
内容をホームページで公開しているところでございます。
　移転後におきましては，現在，参画センターで実施している事業の
継続を基本とする中で，同一施設内に整備するこども未来館や平和記
念館を含めた３館が，お互いの強みを生かした複合施設ならでは事業
展開を図るなど，ソフト面におきましても，男女共同参画社会の実現
に向けた機能の充実に努めてまいりたいと存じます。

　男女共同参画センターの移転整備につきましては，「高松市男女共同参画セ
ンター基本計画」を平成２４年７月に策定し，現在，平面計画などを定める基
本設計を行っているところでございます。
　設計内容につきましては，２５年３月，参画センター利用者懇談会等におい
て検討状況を説明したところであり，今後におきましても，高松市男女共同参
画推進懇談会などで御意見をお聞きし，公表するとともに，可能な限り，施設
整備に反映してまいりたいと存じます。
　また，移転後におきましては，現在，参画センターで実施している事業の継
続を基本とする中で，複合施設ならではの事業展開が図れるよう，３館連絡調
整会議などを通じ，ソフト面での連携について協議してまいりたいと存じま
す。

国分寺地区 3
家庭教育の
充実

●街区公園（旧児童公園）の設置について
　当地区は人口増が顕著で新興住宅地が拡大しつつある
ことから，市道で遊ぶ子供を，多々，見かけるようにな
りました。
　街区公園の設置基準は，誘致距離２５０ｍの範囲内
で，１箇所当たり面積０．２５ｈａとお聞きしていま
す。
　高松市緑の基本計画において，街区公園の整備目標を
定めていると思いますが，当地区の実情を勘案の上，安
全・安心のまちづくりに向けて，早急に，街区公園の新
設を検討していただきたい。

都市整備
局

公園緑地課

  街区公園の設置基準は，１箇所当り面積０．２５ｈaとしており，
「第２次高松市緑の基本計画」において，身近な公園として「１小学
校区１公園」の整備を目標としており，その優先順位は，公園が無い
小学校区を優先的に整備することとしております。当該地区の街区公
園新設につきましても，同計画に基づき，検討してまいりたいと存じ
ます。
　また，一定規模の開発行為（新興住宅地）を行う時は，生活環境の
提供を図る目的で，一定水準が保てるよう開発公園の設置が定められ
ており，当該地区の街区公園を補完する公園として整備が行われてい
るところでございます。

「参考」国分寺地区内の公園等設置数（現況）
　街区公園 １箇所，地区公園 ２箇所，ちびっこ広場 ８箇所，開発公
園 （市管理）１６箇所
　計　２７箇所　面積１５．１２ha

  街区公園の設置基準につきましては，１箇所当り面積０．２５ｈaを標準とし
て，本市では，「第２次高松市緑の基本計画」において，身近な公園として
「１小学校区１公園」の整備を目標としており，その優先順位は，公園が無い
小学校区を優先的に整備することとしております。当該地区の街区公園新設に
つきましても，同計画に基づき，検討してまいりたいと存じます。
　また，一定規模の開発行為（新興住宅地）を行う場合は，生活環境を保全す
るため，開発公園の設置が定められており，当該地区の街区公園を補完する公
園として整備が行われているところでございます。

「参考」国分寺地区内の公園等設置数（現況）
　街区公園 １箇所，地区公園 ２箇所，ちびっこ広場 ８箇所，開発公園 （市
管理）１６箇所
　計　２７箇所　面積１５．１２ha

　猫の所有者等に対しては「動物の愛護及び管理に関する法律」で
は，人の生命，身体もしくは財産に害を加え，または人に迷惑を及ぼ
すことのないよう努めること，環境省告示では，周辺環境保全のた
め，公園や道路等公共の場所および他人の土地，建物等を糞尿等で汚
すことのないよう，また，疾病の感染防止や猫同士のけんか等不慮の
事故防止等のため，室内飼養に努めることと定められております。
　条例化については，まず，他都市の制定状況等を調査,研究してまい
りたいと存じます。
　指導，啓発等については，現在，猫の所有者に対して，所有者明示
の必要性,室内飼養および繁殖制限について広報等をすることにより所
有者のマナー向上を図っているところでございます。また，飼い猫に
よって迷惑を被っている場合は，所有者等に対して個別に助言等の対
応を行うとともに，迷惑を被っている方に対しては，短期間ではござ
いますが無料で猫侵入防止装置（ガーデンバリア）の貸出しを行って
いるところでございます。さらに，猫については１世帯につき１年度
２匹まで不妊去勢手術費用の一部補助制度があることもあわせて広報
し，むやみに繁殖させないよう制度を設けているところでございま
す。
　今後におきましても啓発チラシなどを活用し，さらなる個別指導や
啓発を実施するとともに，猫侵入防止装置の台数を増やすことや有効
な周知啓発方法を調査，研究してまいりたいと存じます。

　猫の所有者などの責務等といたしましては，「動物の愛護及び管理に関する
法律」では，人の生命，身体もしくは財産に害を加え，または人に迷惑を及ぼ
すことのないように努めなければならないとされております。また，環境省が
告示しております「家庭動物等の飼育及び保管に関する基準」には，「ねこの
飼育及び保管に関する基準」で，「周辺環境の保全の観点から，当該ねこの屋
内飼養に努めること。屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては，屋
外での疾病の感染防止，不慮の事故防止等ねこの健康及び安全の保持を図ると
ともに，頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日
常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。」と示されており
ます。
　このような中で，まず，条例化につきましては，各中核市の制定状況等を調
査しているところでございます。
　次に，指導・啓発等では，現在，猫の所有者に対して，所有者明示の必要
性，室内飼養および繁殖制限について広報等をすることにより，所有者のマ
ナー向上を図っているところでございます。
  また，飼い猫によって迷惑を被っている場合は，所有者等に対して個別に助
言等の対応を行うとともに，迷惑を被っている方に対しては，短期間ではござ
いますが無料で猫侵入防止装置（ガーデンバリア）の貸出しを行っておりまし
て，２４年度に１５台追加購入し，２５年度も５台購入して合計４３台を貸し
出せる予定としております。
　さらに，猫については１世帯につき１年度２匹まで不妊去勢手術費用の一部
補助制度があることもあわせて広報し，むやみに繁殖させないよう制度を設け
ているところでございます。
　今後におきましても，啓発チラシなどを活用し，さらなる個別指導や啓発を
実施するとともに，有効な周知啓発方法を調査，研究してまいりたいと存じま
す。

国分寺地区 2
地域環境の
保全

●猫の飼い方の指導について
　近年，猫の放し飼いによる被害が多発しており，他家
の畑や庭を歩き回り用便のための穴を掘り，野菜や花の
種・苗を傷める他，糞尿の不衛生さにも苦慮していま
す。
　市民個々の防御対策については，一時的な効果はある
ものの，限度があり，抜本的な解決には至っていない状
況下にあります。
　こうした現状を踏まえ，「放し飼い禁止の条例化」の
検討も含め，市からの個別指導・啓発等を強化していた
だきたい。

健康福祉
局

保健所生活
衛生課

対　応　内　容　等

建設計画に係る平成２５年度および２６年度の実施事業に関する意見に対する対応調書

地区名
項目
番号

項　　　目 事　　　業　　　の　　　内　　　容 担当局 担当課
前回の地域審議会での回答

（平成24年11月19日開催）
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国分寺地区

対　応　内　容　等

建設計画に係る平成２５年度および２６年度の実施事業に関する意見に対する対応調書

地区名
項目
番号

項　　　目 事　　　業　　　の　　　内　　　容 担当局 担当課
前回の地域審議会での回答

（平成24年11月19日開催）

国分寺地区 4
生涯学習・
生涯スポー
ツの充実

●高松国分寺ホールの管理運営について
　オープンを来年の４月に控えている現在は，ホール使
用料や利用料金の減免について関心があるところです。
　６月議会において，「高松国分寺ホール条例」が制定
され，今後，２５年４月オープンに向け準備が進められ
ることとなりますが，市民が利用しやすいホールとなる
よう「使用料の減免」の考え方も含め，管理運営方針に
ついて適切に対応をお願いしたい。

創造都市
推進局

文化芸術振
興課

　高松国分寺ホールの管理運営については，多様化する市民ニーズ
に，より効果的・効率的に対応するため，民間のノウハウを活用しつ
つ，利用者へのサービス向上を図るとともに，経費の削減を図る必要
があることから，指定管理（公募）を採用するとともに，利用料金制
を導入することとしております。
　使用料の減免については，利用料金制を導入することとしているこ
とから，指定管理者が行うこととなりますが，適切に対応するよう指
導してまいりたいと存じます。

　高松国分寺ホール（平成25年4月18日開館）の管理運営については，多様化す
る市民ニーズに，より効果的・効率的に対応するため，民間のノウハウを活用
しつつ，利用者へのサービス向上を図るとともに，経費の削減を図る必要があ
ることから，指定管理（公募）を採用するととともに，利用料金制を導入して
おります。
　使用料の減免については，利用料金制を導入しておりますことから，指定管
理者が行うこととなりますが，適切に対応するよう指導してまいりたいと存じ
ます。

国分寺地区 5
教育環境の
整備

●福祉センター内武道館の在り方について
　現在，武道館の在り方について検討されているところ
ですが，現在利用している中学校・地域スポーツ団体等
と十分な調整の上，支障が生じないよう，適切に対応を
お願いしたい。

教育局

健康福祉
局

創造都市
推進局

総務課

長寿福祉課

スポーツ振
興課

　現在のところ，中学生が部活動などで福祉センター内の武道館を利
用しておりますが，今後，学校関係者の意見も伺いながら，中学校の
複数ある屋内運動場の改修等により，授業や部活動の練習場所の確保
を図ってまいりたいと考えております。また，改修した施設は，地域
への開放についても配慮してまいりたいと考えております。（教育局
総務課・長寿福祉課）

　学校内に武道場が整備されるまでは，福祉センター内の武道館の利
用を継続してまいります。なお，整備後につきましては，同施設を地
域のスポーツ団体にも開放するよう働き掛けてまいりたいと存じま
す。(スポーツ振興課)

　現在，中学生の柔剣道などの部活動で旧老人福祉センター内の武道館を利用
しておりますが，今後も引き続き，学校関係者と協議を進めながら，中学校の
屋内運動場２施設のうち一方を柔剣道ができるよう，床改修をしたいと考えて
おります。また，改修した施設は，地域への開放についても配慮してまいりた
いと考えております。（教育局総務課・長寿福祉課）

　学校内に武道場が整備されるまでは，旧老人福祉センターの武道館の利用を
継続してまいります。なお，整備後につきましては，同施設を地域のスポーツ
団体にも開放するよう働き掛けてまいりたいと存じます。(スポーツ振興課)

国分寺地区 7

行財政運営
の効率化と
支所等の機
能整備

●国分寺支所の総合センター（仮称）化について
　支所・出張所の在り方が検討されており，市民により
近いところで幅広く行政サービスが提供できるよう，地
域の基幹となる総合センターを設置する方向にありま
す。
　その際には，本庁から遠いこと，周辺人口が多く増え
ていること，周辺諸施設との集積効果が期待できること
などから，国分寺支所の総合センターへの昇格を，是
非，お願いしたい。

総務局

市民政策
局

人事課行政
改革推進室

地域政策課

　支所・出張所など，地域行政組織の在り方につきましては，地域の
実情に適応した市民サービスの提供を可能とするため，現在の本庁と
支所・出張所という二層構造を，本庁・総合センター(仮称)・地区セ
ンター(仮称)の三層構造とする基本構想の策定を進めているところで
ございます。
　この基本構想では，総合センターの所管区域や，組織・人員体制の
考え方、今後検討すべき課題等について，今年度中に定めることとし
ておりますが，総合センターの設置位置など，基本構想の具体案につ
きましては，来年度策定予定の「地域行政組織再編計画」において定
めることとしており，御要望の総合センターの設置についても，その
検討過程において，総合的に考えてまいりたいと存じます。

　支所・出張所など，地域行政組織の在り方につきましては，平成２４年１１
月に策定した「地域行政組織再編計画基本構想」において，地域の実情に適応
した市民サービスの提供を可能とするため，現在の本庁と支所・出張所という
二層構造を，本庁・総合センター(仮称)・地区センター(仮称)の三層構造に再
編することとしております。
　この基本構想では，総合センターの機能は現在の支所の機能よりも拡充した
ものとし，また，総合センターの設置箇所については，市域を７つの所管区域
に区分し，それぞれの区域に本庁を含め計７箇所設置することとしておりま
す。
　この総合センターの設置位置につきましては，取り扱う業務の内容や組織・
人員体制も含め，今年度策定予定の「地域行政組織再編計画」において定める
こととしており，御要望の総合センターの設置についても，その検討過程にお
いて，総合的に考えてまいりたいと存じます。

国分寺地区 6
都市基盤の
整備

●ＪＲ端岡駅周辺整備計画の策定と事業の推進について
　まちづくりプラン（建設計画）に登載されている，駅
北側の整備，駅南口の設置，アクセス道路や駅前広場の
整備など，「ＪＲ端岡駅周辺の整備」計画の具体的策定
と事業の推進をお願いしたい。

都市整備
局

都市計画課

　ＪＲ端岡駅は，一日平均の乗降客数が，約２，７００人を数え，本
市の西部地域の拠点となる国分寺地域の主要駅として，重要な役割を
果たしているところでございます。
　一方で，駅の利便性の向上を図るため，南側への改札口の設置や，
それにアクセスする道路や駅北側の整備など，駅周辺における新たな
まちづくりが，旧町時代からの懸案事項となっております。
　こうした状況の下，平成２１年７月に，地元が主体となり，ＪＲ端
岡駅周辺整備検討協議会が設立されたことに伴い，本市といたしまし
ても指導・助言を行うアドバイザーを派遣するなど，協議会への支援
等に努めてきたところでございますが，現在のところ，関係者との協
議が整わず，整備計画を策定するまでには至っていない状況でござい
ます。
　このため，駅周辺整備については北側と南側に分けて，個別に協議
を進めることとされており，現在のところ，駅北側の整備について，
地元自治会と地権者等との話し合いが進められているところでござい
ます。
　今後とも，駅利用者および地元関係者等の意見を反映し，地元住民
の合意が得られる整備の在り方等について，引き続き協議会等を中心
にして御検討いただくとともに，本市としても必要な支援等に努めて
まいりたいと存じます。

　ＪＲ端岡駅は，本市の西部地域の拠点となる国分寺地域の主要駅として，重
要な役割を果たしているところでございますが，改札口が北側のみとなってい
ることから，駅の利便性の向上を図るため，南側への改札口の設置や，それに
アクセスする道路や駅北側の整備など，駅周辺における新たなまちづくりが，
旧町時代からの懸案事項となっております。
　現在のところ，整備計画を策定するまでには至っていない状況でございます
が，駅周辺整備の具体的な進展を図るため，北側と南側に分けて，個別に協議
を進めることとされており，これまで，駅北側の整備について，地元自治会と
地権者等との話し合いが進められているところでございます。
　今後とも，駅利用者および地元関係者等の意見を反映し，地元住民の合意が
得られる整備の在り方等について，引き続き協議会等を中心にして御検討いた
だくとともに，本市としても必要な支援等に努めてまいりたいと存じます。
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